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前回会議録作成の報告 廣部 昌弘 教育長 ・ 豊田 雅之 委員

付 議 議 案

木更津市教育委員会会議日程

開 会 令和５年９月２６日（火） 午後１時００分

開 会 宣 言

会議録署名人の指名

議 案 第 令和５年度教育功労者の表彰について

閉 会 宣 言

報 告 事 項

そ の 他

報告第14号
臨時代理の報告について

市議会の議決を要する事件の議案（令和５年度教育費９月補正
予算案）について(8P)

議 案 番 号 件 名
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議案第３１号

令和５年度教育功労者の表彰について

令和５年度教育功労者の被表彰該当者について、木更津市教育委員会表彰規程（昭和４４年木

更津市教育委員会訓令第３号）第３条及び木更津市教育委員会組織及び運営規則（昭和６１年木

更津市教育委員会規則第１号）第５条第９号の規定により、候補者名簿を別紙のとおり提出し、

議決を求める。

令和５年９月２６日提出

木更津市教育委員会教育長 廣 部 昌 弘

提案理由

木更津市における教育、学術又は文化の振興に関し、特に顕著であった個人又は団体を教育功

労者として表彰しようとするものである。
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令和５年度教育功労被表彰候補者名簿

氏 名 所属・職 勤務年数 功 績 備 考

座間 良彦

（ 歳）

木更津市立

岩根小学校

校 長

１４年

６月

校長として学校経営にあたり２校目になる。

この間、教科指導、生徒指導、学校経営と幅広

くその手腕を発揮した。

特に、君津地方教育研究会教育相談部会長と

して、君津地方の小中学校における教育相談の

充実のために多くの研修会を催すとともに、同

部会で事務局や副部会長も務めながら積み重

ねた自らの経験を生かし、後進の育成に尽力し

た。

また、科学の分野における高い識見を生かし

ながら、学校現場の課題や子どもたちの実態と

も絡めて示唆に富んだ話題を提示することで、

教職員の考える力を日々育んでいる。

さらに、木更津警察署管内学校警察連絡委員

会委員長等の要職を歴任し、感染症対策が最優

先される情勢下でも必要な関係諸団体や地域

との連携に努め、組織運営や協働体制の維持・

改善に貢献した。

以上、本市の教育推進に寄与した功績は大で

ある。

表彰規程

第 ２ 条

第 １ 号

該 当

泉澤 由和

（ 歳）

木更津市立

波岡小学校

校 長

１７年

６月

校長として学校経営にあたり２校目になる。

この間、君津地方教育研究会国語部会事務局長

をつとめるなど国語科教育では、卓越した識見

と指導力をもち、近隣市小・中学校の校内研修

に講師で招かれることも多く、国語科指導の向

上・発展に尽力した。

特に平成１８年度の第１回木更津市授業改

善フェスティバルでは、国語科の授業者を務

め、本市および管内の国語科教育の充実に寄与

した。

また、平成２３年度には、教育課題研修指導

者海外派遣者として、ドイツ連邦共和国で「地

域の教育力の活用」について研修してきたこと

を県内に広め、教職員の資質・向上に努めた。

本校勤務の２年間は、「希望の登校・満足の

下校」をモットーに、常に一人一人の児童との

関わりを大切にしながら、よりよい成長のため

に学校経営にあたっている。

以上、本市の教育推進に寄与した功績は大で

ある。

表彰規程

第 ２ 条

第 １ 号

該 当
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佐藤 雅之

（ 歳）

木更津市立

富来田

小学校

校 長

１４年

６月

校長として３年勤務。この間、視聴覚教育、

算数科、総合的な学習の時間等の教科指導、教

育課程の編成、学校経営等幅広くその手腕を発

揮した。

小規模校の勤務が多く、特に教務主任時に

は、複式学級における教育課程や地域の特色を

生かした教育課程の編成等を通じ、一人一人に

目を向け個に応じた教育活動の実践に努めた。

現在、君津地方教育研究会生活総合部会長と

して、四市における生活科や総合的な学習の時

間の充実、発展に尽力、後進の育成に努めてい

る。

現任校においては、小規模特認校、小中一貫

教育校の校長として、地域との連携による学校

経営を推進している。その中でも、学校運営協

議会の立ち上げに携わり、地域とともに育つ学

校づくりに尽力した。

以上、本市の教育推進に寄与した功績は大で

ある。

表彰規程

第 ２ 条

第 １ 号

該 当

佐々木 伸司

（ 歳）

木更津市立

鎌足中学校

校 長

２２年

６月

校長として学校経営にあたり、３年目にな

る。この間、教科指導、特別活動、学校経営と

幅広くその手腕を発揮した。特に美術科では、

卓越した識見と指導力をもち、造形教育の発展

に尽力した。

また、君津地方教育研究会造形部会長とし

て、君津地方の造形教育充実のために、多くの

研修会を催すとともに、自らの経験を生かし、

実践に役立つ講話を行うなど、後進の育成に注

力した。

更に、校長として教職員をまとめ、特に、地

域総合として、地域を題材にした総合的な学習

の時間の充実を図ることを進め、地域に信頼さ

れ、愛される学校づくりに励んだ。

現在、本市教育研究会会長・造形部会長、君

津地方造形部会会長・県教育研究会造形部会副

会長、木更津・袖ケ浦支部小中体育連盟副支部

長など、多くの要職を務め、本市の学校教育の

充実・発展に指導力を発揮している。

以上、本市の教育推進に寄与した功績は大で

ある。

表彰規程

第 ２ 条

第 １ 号

該 当
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木村 孝雄

（ 歳）

木更津市立

金田中学校

教 諭

２１年

６月

本校では、学年主任として学年経営にあたり

２年目となる。

理科の教科指導については、持ち前の明るく

朗らかな人柄で、生徒との距離感も程よく保ち

ながら指導にあたっている。また、生徒の学び

に向かう力を身につけさせるため、身近にある

様々な実験素材を用いるなど優れた指導力を

発揮している。

学年主任として、生徒の利益を最優先にする

と共に、常に学級担任の考えを尊重し、傾聴し

ながら、的確なアドバイスを行っている。また、

校長の示す学校経営方針を理解した上で、若手

教職員の指導力向上に努めている。

各会議では、過去の勤務校での豊富な知見や経

験を生かし、多角的で建設的なアイディアを出

すなど、学校運営に参画し、本校教育の発展に

尽力をしている。

以上、本市の教育推進に寄与した功績は大で

ある。

表彰規程

第 ２ 条

第 １ 号

該 当

村田 貴史

（ 歳）

木更津市立

富来田

中学校

教 諭

２２年

６月

本校勤務８年目になる。この間、学年主任、

研究主任、教科指導として、学校全体の授業力、

教職員の資質向上に力を発揮した。

平成１２年度に、数学科の千葉県長期研修生

として「一次関数」における授業改善について

の研究を積み重ね、学んだ見識と指導力を生か

し、数学科指導の向上に尽力した。加えて、多

角的な面から生徒の良さを認め、個別指導や丁

寧で分かりやすい授業を実施した。

また、平成１４年度には、君津地方教育研究

会算数・数学部会の事務局長として、研究主題

である「自ら学ぶ力を育てる算数・数学教育の

あり方」の推進のため、研修会の計画・運営等

で力を発揮した。

教職員とは、幅広い知識と豊富な話題をもっ

てコミュニケーションをとり、良い人間関係を

築いている。

以上、その功績は大である。

表彰規程

第 ２ 条

第 １ 号

該 当
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伊東 千都世

（ 歳）

木更津市立

清見台

小学校

養護教諭

２０年

６月

養護教諭として在職４０年となる。

現任校は５年目で、毎朝、全校児童の靴箱を

点検して登校状況を把握している。児童一人一

人の登校状況や健康状態の確認をすることで

問題の早期発見、早期対応を心がけている。さ

らに、毎日「健康ひと言メモ」を各学級に配付

し、学級担任を通じて予防的な保健教育を推進

している。

保健室を来室する児童に対して優しく寄り

添う姿勢は、児童のみならず職員や保護者から

の信頼も厚い。

コロナ禍においては、刻々と変化する感染状

況を的確に把握し、本校の感染予防及び感染防

止に尽力した。

また、平成２７年・２８年千葉県養護教諭会

理事、令和３年君津地方保健主事会事務局など

要職を歴任し、木更津市及び千葉県における学

校保健教育の推進及び発展に寄与した功績は

大である。

表彰規程

第 ２ 条

第 １ 号

該 当

佐藤 晴美

（ 歳）

木更津市立

中郷小学校

養護教諭

２３年

６月

養護教諭として指導にあたり、４０年。 こ

の間、日常における心身の不調を訴える児童へ

の対応のみならず、校舎内外においてけが等を

誘発する可能性がある事象への対応、保健指導

等、幅広くその手腕を発揮した。また、不登校

傾向や悩み事のある児童・保護者から数多くの

相談が寄せられるなど、信頼が厚く、相談活動

において、組織の中核を担ってきた。

そのほか、感染症予防や熱中症対策に対する

提案、情報収集や発信等を積極的に行うなど、

教職員及び児童が健康で安全に学校生活を送

ることができるよう、心配りをしてきた。

そして、君津地方教育研究会保健部会の部会

長や本市養護教諭会会長として会をまとめる

とともに、自らの経験を生かし、取り組みを示

唆するなど、後進の育成に貢献した。

現在、木更津市特別支援連携協議会委員とし

て、特別支援教育の充実・発展に向け、尽力し

ている。

以上、本市の教育推進に寄与した功績は大で

ある。

表彰規程

第 ２ 条

第 １ 号

該 当
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武田 正次 

（ 歳） 

木更津ユネ

スコ協会 

 

常任理事 

 

１３年 

３月 

 昭和５７年から６４年までの８年間、 

青少年相談員として青少年健全育成に尽力

した。その実績により昭和５８年には木更

津市が実施する青少年指導者海外派遣事業

の派遣団員としてヨーロッパに派遣され、

その後も長き亘り青少年教育・青少年健全

育成に寄与してきた。このような経験を基

に木更津ユネスコが誕生した直後に会員と

して参加し、常任理事や会計を務めながら

地域ボランティアをはじめ国際交流や国際

平和活動に積極的に参加しながら今尚ユネ

スコ協会の中心的担い手としての役割を果

たしている。また一方では、社会教育委員

を歴任するなど木更津市の生涯教育に尽力

している。 

現在は当協会の常任理事の重臣として指

導的な役割を果たしながら成年後見人や人

権擁護委員など広く市民福祉の向上にも貢

献している。 

 

表彰規程 

第 ２ 条 

第 ４ 号 

該  当 
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報告第１４号

臨時代理の報告について

木更津市教育委員会組織及び運営規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）第６条第

１項の規定により、別紙のとおり臨時代理をし処理したので、同条第２項の規定により報告する。

令和５年９月２６日提出

木更津市教育委員会教育長 廣 部 昌 弘
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教育委員会の議決事項の臨時代理

木更津市教育委員会組織及び運営規則（昭和６１年木更津市教育委員会規則第１号）第６条第

１項の規定により会議を招集する暇がないと認めるので、次のとおり臨時代理し処理する。

令和５年８月１７日

木更津市教育委員会教育長 廣 部 昌 弘

臨時代理第１４号

市議会の議決を要する事件の議案（令和５年度教育費９月補正予算案）について

別紙のとおり
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木教総第７２７号  

令和５年８月１７日  

 

木更津市長  渡 辺  芳 邦  様 

 

木更津市教育委員会       

教育長  廣 部  昌 弘   

（公印省略）     

 

 

令和５年９月市議会定例会に附議する教育委員会に係る予算議案の 

意見聴取について（回答） 

 

 令和５年８月１４日付け木財第６９８号で意見を求められました表記の件につきまして、

意見はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当        

教育部教育総務課  

河名（内 8905）  
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（単位：千円）
当初
予算額
（Ａ）

予算現額
（Ｂ）

補正額
（Ｃ）

補正後
の額

（Ｂ+Ｃ）

50
分担金及び
負担金

5 負担金 15 教育費負担金 4,579 4,579 4,579

55
使用料及び
手数料

5 使用料 30 教育使用料 14,652 14,652 14,652

5 国庫負担金 15 教育費国庫負担金 0 0 0

10 国庫補助金 35 教育費国庫補助金 49,263 57,138 57,138

5 県負担金 25 教育費県負担金 0 0 0

10 県補助金 40 教育費県補助金 39,892 39,892 39,892

35 教育費県委託金 0 0 0

40
事務処理の特例に
かかる県委託金

64 64 64

70 財産収入 5
財産運用
収入

10 利子及び配当金 2 2 2

75 寄附金 5 寄附金 30 教育費寄附金 500 500 500

35
生涯学習基金
繰入金

0 1,500 1,500

45
学校教育施設整備
基金繰入金

0 0 0

80
きさらづオーガ
ニック給食基金繰
入金

1,500 1,500 348 1,848

10 市預金利子 5 市預金利子 0 0 0

8 給食事業収入 556,824 556,824 556,824

15 雑入 36,289 36,289 36,289

95 市債 5 市債 40 教育債 0 0 0

703,565 712,940 348 713,288

90 諸収入

30 雑入

計

65 県支出金

15 県委託金

80 繰入金 5 基金繰入金

教育委員会【歳入】

款 項 目

60 国庫支出金
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教育委員会【歳出】

（単位：千円）

款 項 目
当初

予算額
（Ａ）

予算現額
（Ｂ）

補正額
（Ｃ）

補正後の額
（Ｂ+Ｃ）

50 3,337,654 3,339,154 17,182 3,356,336

5 31,034 31,034 31,034

5 教育委員会費 1,875 1,875 1,875

10 事務局費 11,685 11,685 11,685

17 まなび支援センター費 17,474 17,474 17,474

10 757,277 757,277 14,974 772,251

5 学校管理費 537,939 537,939 14,974 552,913

10 教育振興費 191,575 191,575 191,575

15 学校建設費 27,763 27,763 27,763

15 742,056 742,056 742,056

5 学校管理費 427,761 427,761 427,761

10 教育振興費 130,487 130,487 130,487

15 学校建設費 183,808 183,808 183,808

20 0 0 0

5 教育振興費 0 0 0

25 338,352 339,852 339,852

5 社会教育総務費 39,099 40,599 40,599

10 青少年育成費 8,100 8,100 8,100

15 公民館費 184,343 184,343 184,343

20 図書館費 40,125 40,125 40,125

25 少年自然の家費 14,703 14,703 14,703

27 博物館費 43,203 43,203 43,203

30 生涯学習まちづくり推進事業費 8,779 8,779 8,779

30 1,468,935 1,468,935 2,208 1,471,143

20 学校給食費 1,468,935 1,468,935 2,208 1,471,143

※ 人件費を除く

社会教育費

保健体育費

教育費

教育総務費

小学校費

中学校費

幼稚園費
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２．歳入
40款 地方交付税 　55款 使用料及び手数料 　60款 国庫支出金 　65款 県支出金 （単位 ： 千円）

節

区　分 金　額

40 地方交付税 3,450,000 165,175 3,615,175

5 地方交付税 3,450,000 165,175 3,615,175

5 地方交付税 3,450,000 165,175 3,615,175 5 地方交付税 165,175 １．普通交付税

55 使用料及び手数料 902,607 7,871 910,478

5 使用料 375,462 7,871 383,333

20 土木使用料 187,690 7,871 195,561 25 駐車場使用料 7,871 １．木更津駅前西口駐車場使用料

60 国庫支出金 10,431,338 △ 45,179 10,386,159

5 国庫負担金 7,892,807 810 7,893,617

10 衛生費国庫負 417,274 810 418,084 5 保健衛生費負 810 １．母子保健衛生費負担金

担金 担金

10 国庫補助金 2,508,944 △ 45,989 2,462,955

10 民生費国庫補 532,312 1,221 533,533 5 社会福祉費補 94 １．重層的支援体制整備事業費交付金

助金 助金

15 生活保護費補 1,127

助金

25 土木費国庫補 532,190 △ 47,210 484,980 10 都市計画費補 △ 47,210 １．暮らし・にぎわい再生事業補助金

助金 助金

65 県支出金 4,153,673 14,454 4,168,127

10 県補助金 1,209,113 13,279 1,222,392

10 民生費県補助 755,481 11,505 766,986 5 社会福祉費補 52 １．重層的支援体制整備事業費交付金

金 助金

10 児童福祉費補 11,453 １．保育所運営費等補助金

助金

20 農林水産業費 320,748 1,774 322,522 5 農業費補助金 1,774 １．みどりの食料システム戦略緊急対策交付金 1,608

県補助金 ２．地域食育推進事業補助金 166

款   項   目
補正前の
予算額

補 正 予 算 額 計  説　　　　　　　　　　　　　　　明

-11-

-
 
1
4
 
-



65款 県支出金 　75款 寄附金 　80款 繰入金 　90款 諸収入 （単位 ： 千円）

節

区　分 金　額

15 県委託金 283,062 1,175 284,237

5 総務費県委託 268,259 1,175 269,434 25 統計調査費委 1,175 １．住宅・土地統計調査委託金 869

金 託金 ２．漁業センサス委託金 306

75 寄附金 301,406 1,181 302,587

5 寄附金 301,406 1,181 302,587

5 総務費寄附金 300,900 181 301,081 15 企画費寄附金 181 １．みなとまち木更津寄附金

10 民生費寄附金 0 1,000 1,000 20 災害救助費寄 1,000 １．企業版ふるさと納税寄附金

附金

80 繰入金 4,611,394 △ 98,702 4,512,692

5 基金繰入金 4,530,761 △ 98,922 4,431,839

5 財政調整基金 1,725,523 △ 99,270 1,626,253 5 財政調整基金 △ 99,270

繰入金 繰入金

80 きさらづオー 1,500 348 1,848 5 きさらづオー 348

ガニック給食 ガニック給食

基金繰入金 基金繰入金

10 特別会計繰入金 80,633 220 80,853

20 介護保険特別 80,633 220 80,853 5 重層的支援体 220

会計繰入金 制整備事業繰

入金

90 諸収入 1,265,938 11,476 1,277,414

30 雑入 856,476 11,476 867,952

15 雑入 288,899 11,476 300,375 10 雑入 11,476 １．収入印紙売捌収入

款   項   目
補正前の
予算額

補 正 予 算 額 計  説　　　　　　　　　　　　　　　明

-11-

-12-

-
 
1
5
 
-



95款 市債 （単位 ： 千円）

節

区　分 金　額

95 市債 1,987,400 △ 184,900 1,802,500

5 市債 1,987,400 △ 184,900 1,802,500

53 臨時財政対策 429,000 △ 184,900 244,100 5 臨時財政対策 △ 184,900

債 債

款   項   目
補正前の
予算額

補 正 予 算 額 計  説　　　　　　　　　　　　　　　明

-13-

-
 
1
6
 
-



（単位 ： 千円）

50款 教育費

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 節       

款   項   目 補正予算額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他

50 教育費 4,684,174 17,182 4,701,356 1,774 348 15,060

10 小学校費 826,448 14,974 841,422 14,974

5 学校管理費 601,584 14,974 616,558 14,974 14 工事請負費 14,974 １．学校施設改修事業費 14,974

（１）小学校施設浄化槽改修事業費

30 保健体育費 1,598,389 2,208 1,600,597 1,774 348 86

20 学校給食費 1,598,389 2,208 1,600,597 1,774 348 86 7 報償費 120 １．学校給食を活用した地域活性化事業費

10 需用費 182 252

12 委託料 1,380 ２．学校給食を活用した有機米供給促進事業費

13 使用料及び 474 1,956

賃借料

17 備品購入費 52

補正前の
予算額 一般財源 区　　分 金　額

-21-

-
 
1
7
 
-




